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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
将
来
に
わ

た
り
高
齢
者
の
方
が
安
心
し
て
医
療
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

　
被
保
険
者（
加
入
者
）は
、
７５
歳
以
上
の

方
と
６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
一
定
の
障
が

い
が
あ
り
、
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た

方
で
す
。
ま
た
、
制
度
の
運
営
は
県
内
の

全
市
町
村
が
加
入
す
る
長
野
県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
が
主
体
と
な
り
、
市
町

村
と
事
務
を
分
担
し
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
保
険
料
は
、
保
険
者
の
方
全
員
に
等
し

く
負
担
し
て
い
た
だ
く
「
均
等
割
」
と
、

そ
の
方
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
し
て
い
た

だ
く
「
所
得
割
」
の
合
計
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
率
は
、
今
後
見
込
ま
れ
る

医
療
費
な
ど
の
推
計
を
基
に
２
年
ご
と
に

見
直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
平
成
２６
・
２７
年
度
の
保
険

料
率
が
決
定
し
ま
し
た
。
平
成
２６
年
度
の

保
険
料
額
は
、
平
成
２５
年
中
の
所
得
の
申

告
に
基
づ
き
算
出
し
、
７
月
中
旬
に
被
保

険
者
の
皆
さ
ん
に
「
決
定
通
知
書
」
を
お

送
り
し
ま
す
。

※
本
年
度
中
に
７５
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

方
に
は
、
誕
生
日
の
前
日
ま
で
に
「
保

険
証
」
を
お
送
り
し
ま
す
。
ま
た
、「
保

険
料
の
決
定
通
知
」
は
誕
生
日
の
翌
月

の
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

平
成
２６
・
２７
年
度
保
険
料
率

均
等
割
額
　
４
万
３
４
７
円

所
得
割
率
　
８
・
１
０
％

高齢者

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
率
が
変
わ
り
ま
す

限
度
額
　
５７
万
円

保
険
料
の
計
算
方
法

均
等
割
額（
４
万
３
４
７
円
）+

所
得
割
額

（
前
年
中
の
総
所
得
金
額
等—

基
礎
控
除

額
３３
万
円
）×
所
得
割
率（
８
・
１
０
％
）

＝
保
険
料（
年
額
・
上
限
５７
万
円
）

保
険
料
の
軽
減

　
所
得
に
応
じ
て
、
保
険
料
の
軽
減
措
置

を
継
続
し
て
行
い
ま
す
。

○
均
等
割
額
の
軽
減

　
世
帯
の
所
得
に
応
じ
て
、
９
割
、
８
・

５
割
、
５
割
、
２
割
を
軽
減
し
ま
す
。

○
所
得
割
額
の
軽
減

　
総
所
得
金
額
か
ら
基
礎
控
除
３３
万
円

を
控
除
し
た
残
り
の
額
が
５８
万
円
以

下
（
年
金
収
入
で
１
５
３
万
円
か
ら

２
１
１
万
円
ま
で
）
の
方
は
、
所
得
割

が
５
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

○
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

の
軽
減

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
直
前
に
被

用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方

は
、
所
得
割
額
が
掛
か
ら
ず
均
等
割
が

９
割
軽
減
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
９
６
）

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
２
６
（
２
２
９
）
５
３
２
０

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
７０
歳

か
ら
７４
歳
の
方
（
現
役
並
み
所
得
者
を
除

く
）の
窓
口
負
担
は
、法
律
上
２
割
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
特
例
措
置
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
１
割
負
担
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
平
成
２６
年
度
か
ら
、
よ
り
公
平
な
仕
組

み
と
す
る
た
め
、
こ
の
特
例
措
置
が
見
直

さ
れ
、
本
来
の
２
割
負
担
に
戻
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、

高
齢
者
の
方
の
生
活
に
大
き
な
影
響
が
生

じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
４
月
２
日
以
降

に
７０
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
方
か
ら
、
段

階
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

○
４
月
２
日
以
降
に
７０
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
る
方
（
誕
生
日
が
昭
和
１９
年
４
月
２
日

以
降
の
方
）

　

７０
歳
の
誕
生
月
の
翌
月
（
各
月
１
日
が

誕
生
日
の
方
は
そ
の
月
）
の
診
療
か
ら
、

窓
口
負
担
が
２
割
に
な
り
ま
す
。（
誕
生

日
が
昭
和
１９
年
４
月
２
日
か
ら
５
月
１
日

の
方
は
、
５
月
の
診
療
か
ら
２
割
負
担
に

な
り
ま
す
。）

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

○
４
月
１
日
ま
で
に
７０
歳
の
誕
生
日
を
迎

え
た
方
（
誕
生
日
が
昭
和
１９
年
４
月
１
日

ま
で
の
方
）

　
４
月
以
降
も
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
は

１
割
の
ま
ま
変
わ
り
ま
せ
ん
。
窓
口
負
担

の
毎
月
の
上
限
額
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
方
は
、
こ
れ
ま
で

ど
お
り
３
割
負
担
で
す
。

○
高
齢
受
給
者
証
を
お
忘
れ
な
く

　
７０
歳
に
な
る
と
、
所
得
な
ど
に
応
じ
て

自
己
負
担
割
合
（
窓
口
負
担
）
が
記
載
さ

れ
た
「
高
齢
受
給
者
証
」
を
お
送
り
し
ま

す
。（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し

て
い
る
方
を
除
く
。）

　
医
療
機
関
等
に
受
診
す
る
際
は
、
保
険

証
と
一
緒
に
必
ず
窓
口
で
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

福
祉
課
国
保
医
療
係

☎
�
２
１
１
１
（
内
線
２
９
６
）

地
域
振
興
課
市
民
生
活
係（
豊
田
支
所
内
）

☎
�
３
１
１
１
（
内
線
１
３
１
）

国保

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

７０
歳
か
ら
７４
歳
の
皆
さ
ん
へ

高齢
受給者証
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職 
員 

人 

事

　
４
月
１
日
付
で
職
員
の
人
事
異

動
（
１
８
４
人
）
を
行
い
ま
し

た
。
本
庁
お
よ
び
支
所
な
ど
の
係

長
以
上
の
異
動
、
新
規
採
用
職
員

お
よ
び
退
職
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
※
（
　
）
内
は
旧
任

【
参
事
幹
】　
参
事
幹
兼
総
務
部
長（
議
会

事
務
局
参
事
幹
兼
事
務
局
長
）大
堀
和
男
、

参
事
幹
兼
子
ど
も
部
長
兼
少
年
育
成
セ
ン

タ
ー
所
長（
参
事
兼
学
校
教
育
課
長
）荻
原

由
美
子
、参
事
幹
兼
建
設
水
道
部
長（
参

事
兼
道
路
河
川
課
長
兼
新
幹
線
対
策
室

長
）小
林
之
美
、参
事
幹
兼
消
防
部
長・併
任

（
参
事
兼
危
機
管
理
課
長
）伊
東
幹
夫
、議

会
事
務
局
参
事
幹
兼
事
務
局
長（
参
事
兼

庶
務
課
長
）小
野
富
夫

【
部
長
級
】　
参
事
兼
庶
務
課
長（
参
事
兼

商
工
観
光
課
長
）竹
内
幸
夫
、参
事
兼
財
政

課
長（
市
民
課
長
）花
岡
隆
志
、参
事
兼
福

祉
課
長
兼
福
祉
事
務
所
次
長（
福
祉
課
長

兼
福
祉
事
務
所
次
長
）月
岡
篤
志
、参
事
兼

子
育
て
課
長
兼
子
ど
も
相
談
室
長（
参
事

兼
売
れ
る
農
業
推
進
室
長
）宮
澤
利
彦
、参

事
兼
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
兼
高
野
辰

之
記
念
館
長（
生
涯
学
習
課
長
）佐
々
木
正
、

参
事
兼
中
山
晋
平
記
念
館
長（
中
山
晋
平

記
念
館
長
）佐
藤
等
、中
野
人
権
セ
ン
タ
ー

館
長
の
兼
務
を
解
く（
参
事
兼
人
権
・男
女

共
同
参
画
課
長
兼
中
野
人
権
セ
ン
タ
ー
館

長
）柳
沢
秀一、参
事
兼
商
工
観
光
課
長（
参

事
兼
税
務
課
長
）小
林
久
勝
、参
事
兼
道
路

河
川
課
長
兼
新
幹
線
対
策
室
長（
北
信
保

健
衛
生
施
設
組
合
事
務
局
次
長
）市
川
禎

彦
、参
事
兼
都
市
計
画
課
長（
上
下
水
道
課

長
）山
岸
功
、参
事
兼
学
校
教
育
課
長（
参

事
兼
財
政
課
長
）石
川
保
文
、参
事
兼
生
涯

学
習
課
長（
都
市
計
画
課
長
）中
沢
好一、議

会
事
務
局
参
事
兼
事
務
局
次
長（
議
会
事

務
局
事
務
局
次
長
）保
科
篤

【
課
長
】　
危
機
管
理
課
長（
副
参
事
兼
消

防
課
長
補
佐
兼
消
防
係
長
・
併
任
）土
屋

秀
夫
、税
務
課
長（
中
野
社
会
就
労
セ
ン

タ
ー
所
長
）久
野
常
志
、中
野
社
会
就
労
セ

ン
タ
ー
所
長（
図
書
館
長
）丸
山
松
良
、市

民
課
長（
副
参
事
兼
会
計
課
長
補
佐
兼
会

計
係
長
）青
木
和
美
、売
れ
る
農
業
推
進
室

長（
副
参
事
兼
政
策
情
報
課
長
補
佐
兼
行

政
管
理
係
長
）小
橋
善
行
、上
下
水
道
課
長

（
中
央
公
民
館
長
）小
嶋
学
、南
部
学
校
給

食
セ
ン
タ
ー
所
長
兼
豊
田
学
校
給
食
セ
ン

タ
ー
所
長
兼
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長

（
副
参
事
兼
地
域
振
興
課
長
補
佐
兼
振
興

係
長
）春
原
正
彦

【
課
長
級
】　
副
参
事
兼
庶
務
課
長
補
佐
兼

庶
務
文
書
係
長（
庶
務
課
長
補
佐
兼
庶
務

文
書
係
長
）柴
本
豊
、副
参
事
兼
財
政
課
長

補
佐
兼
財
政
係
長（
財
政
課
長
補
佐
兼
財

政
係
長
）酒
井
久
、副
参
事
兼
健
康
づ
く
り

課
長
補
佐
兼
健
康
管
理
係
長（
健
康
づ
く

り
課
長
補
佐
兼
健
康
管
理
係
長
）関
万
貴

子
、副
参
事
兼
福
祉
課
長
補
佐
兼
厚
生
保

護
係
長（
高
齢
者
支
援
課
長
補
佐
兼
介
護

予
防
包
括
支
援
係
長
）土
屋
龍
昭
、副
参
事

兼
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課
長
補
佐
兼
調

整
係
長
兼
啓
発
推
進
係
長
兼
中
野
人
権
セ

ン
タ
ー
副
館
長（
福
祉
課
長
補
佐
兼
厚
生

保
護
係
長
）町
田
義
文
、副
参
事
兼
農
政
課

長
補
佐
兼
耕
地
林
務
係
長（
農
政
課
長
補

佐
兼
耕
地
林
務
係
長
）上
野
慎
一
、副
参
事

兼
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
副
館
長
兼
指
導
係

長
兼
働
く
婦
人
の
家
副
参
事（
勤
労
青
少

年
ホ
ー
ム
副
館
長
兼
指
導
係
長
兼
働
く
婦

人
の
家
主
幹
）北
原
清
一
、副
参
事
兼
働
く

婦
人
の
家
副
館
長
兼
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

副
参
事（
農
業
委
員
会
事
務
局
副
参
事
兼

事
務
局
長
補
佐
兼
農
業
振
興
係
長
兼
農

地
係
長
）高
田
茂
、副
参
事
兼
学
校
教
育
課

長
補
佐
兼
総
務
係
長（
学
校
教
育
課
長
補

佐
兼
総
務
係
長
）杉
本
光
正
、副
参
事
兼
生

涯
学
習
課
長
補
佐
兼
生
涯
学
習
推
進
係
長

（
生
涯
学
習
課
長
補
佐
兼
生
涯
学
習
推
進

係
長
）宮
本
浩
明

【
課
長
補
佐
】　
危
機
管
理
課
長
補
佐
兼
危

機
管
理
防
災
係
長（
危
機
管
理
課
主
幹
兼

危
機
管
理
防
災
係
長
）秋
元
正
幸
、政
策
情

報
課
長
補
佐
兼
政
策
推
進
係
長（
政
策
情

報
課
主
幹
兼
政
策
推
進
係
長
）田
中
勇
、政

策
情
報
課
長
補
佐（
庶
務
課
秘
書
広
報
係

長
）柴
本
清
天
、高
齢
者
支
援
課
長
補
佐
兼

介
護
予
防
包
括
支
援
係
長（
高
齢
者
支
援

課
介
護
保
険
係
長
）藤
澤
佳
繁
、環
境
課
長

補
佐
兼
環
境
係
長（
長
野
県
警
察
本
部
人

事
交
流
）田
川
吉
嗣
、消
防
課
長
補
佐
兼
消

防
係
長・併
任（
岳
南
広
域
消
防
組
合
消
防

本
部
主
幹
兼
庶
務
係
長
）池
田
悦
智
、会
計

課
長
補
佐
兼
会
計
係
長（
働
く
婦
人
の
家

副
館
長
兼
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
主
幹
）佐

藤
紀
子
、中
央
公
民
館
副
館
長
兼
庶
務
係
長

（
博
物
館
副
館
長
）徳
竹
雅
之
、博
物
館
副

館
長（
中
央
公
民
館
副
館
長
兼
庶
務
係
長
）

小
林
学
、農
業
委
員
会
事
務
局
事
務
局
長

補
佐
兼
農
業
振
興
係
長
兼
農
地
係
長（
人

権
・
男
女
共
同
参
画
課
長
補
佐
兼
啓
発
推

進
係
長
兼
中
野
人
権
セ
ン
タ
ー
副
館
長
）神

田
和
賢
、選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
書
記

長
補
佐
兼
選
挙
係
長（
道
路
河
川
課
主
幹

兼
監
理
係
長
）池
田
俊
哉

【
課
長
補
佐
級
】　
主
幹
兼
資
産
係
長（
税

務
課
資
産
係
長
）戸
田
修
三
、主
幹
兼
収
納

係
長（一般
財
団
法
人
中
野
市
産
業
公
社
庶

務
管
理
係
長
兼
農
業
支
援
係
長
）石
川
雅

之
、健
康
づ
く
り
課
主
幹
兼
母
子
保
健
係
長

（
健
康
づ
く
り
課
母
子
保
健
係
長
）吉
村

恵
利
子
、子
育
て
課
主
幹
兼
青
少
年
未
来

係
長（
地
域
振
興
課
市
民
生
活
係
長
）吉
池

和
代
、市
民
課
主
幹
兼
窓
口
係
長（
人
権
・

男
女
共
同
参
画
課
調
整
係
長
兼
中
野
人
権

セ
ン
タ
ー
副
主
幹
）鳥
羽
法
祐
、人
権・男
女

共
同
参
画
課
主
幹
兼
男
女
共
同
参
画
係
長

兼
中
野
人
権
セ
ン
タ
ー
主
幹（
人
権
・
男
女

共
同
参
画
課
男
女
共
同
参
画
係
長
兼
中
野

人
権
セ
ン
タ
ー
副
主
幹
）小
畑
悦
子
、道
路

河
川
課
主
幹
兼
監
理
係
長（
税
務
課
収
納

係
長
）徳
永
和
彦
、新
幹
線
対
策
室
主
幹
兼

調
整
係
長（
新
幹
線
対
策
室
調
整
係
長
）中

村
敏
雄
、都
市
計
画
課
主
幹
兼
建
築
住
宅

係
長（
都
市
計
画
課
建
築
住
宅
係
長
）佐
々

木
篤
博
、消
防
課
副
主
幹
の
併
任
を
解
く

（
消
防
課
副
主
幹
・
併
任
）三
井
博
雄
、消

防
課
主
幹・併
任（
消
防
課
副
主
幹・併
任
）

竹
前
広
信
、生
涯
学
習
課
主
幹
兼
文
化
財

係
長（
生
涯
学
習
課
文
化
財
係
長
）頓
所
勲
、

中
央
公
民
館
主
幹
兼
教
育
係
長（
中
央
公

民
館
教
育
係
長
）松
本
則
夫

【
係
長
】　
庶
務
課
秘
書
広
報
係
長（
上
下

水
道
課
副
主
幹
）有
賀
裕
介
、政
策
情
報
課

行
政
管
理
係
長（
農
政
課
振
興
係
長
）小
林

英
哉
、高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
長（
庶

務
課
副
主
幹
）堀
米一志
、農
政
課
振
興
係
長

（
農
政
課
副
主
幹
）武
田
成
彦

《
豊
田
支
所
》

【
参
事
幹
】　
参
事
幹
兼
豊
田
支
所
長（
参

事
兼
地
域
振
興
課
長
）町
田
郁
夫

【
部
長
級
】　
参
事
兼
地
域
振
興
課
長（
文

化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
長
兼
高
野
辰
之
記
念

館
長
）久
保
利
幸

【
課
長
級
】　
副
参
事
兼
地
域
振
興
課
長
補

佐
兼
総
務
係
長（
地
域
振
興
課
長
補
佐
兼

総
務
係
長
）清
水
史
子

【
課
長
補
佐
】　
地
域
振
興
課
長
補
佐
兼
振

興
係
長（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
書
記

長
補
佐
兼
選
挙
係
長
）山
崎
幸
正

【
課
長
補
佐
級
】　
地
域
振
興
課
主
幹
兼
市

民
生
活
係
長（
市
民
課
窓
口
係
長
）湯
本
茂
子

《
保
育
所
》

【
課
長
補
佐
級　

園
長
】　
主
幹
兼
み
な
み

保
育
園
長（
主
幹
兼
長
丘
保
育
園
長
）小
林

美
英
子
、主
幹
兼
西
町
保
育
園
長（
主
幹
兼

永
田
保
育
園
長
）山
﨑
ま
ゆ
み
、主
幹
兼
松

川
保
育
園
長（
主
幹
兼
中
央
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
所
長
）出
川
貴
久
美
、主
幹
兼
長
丘

保
育
園
長（
主
幹
兼
豊
田
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長
）小
坂
と
し
子
、主
幹
兼
平
岡
保

育
園
長（
主
幹
兼
松
川
保
育
園
長
）酒
井
美

智
子
、主
幹
兼
永
田
保
育
園
長（
さ
く
ら
保

育
園
主
幹
）松
野
三
恵
子
、主
幹
兼
豊
井
保

育
園
長（
平
野
保
育
園
主
幹
）増
田
真
由
美

【
課
長
補
佐
級　

主
幹
】　
平
野
保
育
園
主

幹（
高
丘
保
育
園
主
幹
）小
嶋
久
美
子
、高

丘
保
育
園
主
幹（
さ
く
ら
保
育
園
主
幹
）斉

藤
律
子
、長
丘
保
育
園
主
幹（
平
岡
保
育
園

主
幹
）清
水
君
子
、永
田
保
育
園
主
幹（
豊

井
保
育
園
主
幹
）池
上
美
和
子

《
派
遣
》

北
信
保
健
衛
生
施
設
組
合

主
査（
中
央
公
民
館
主
査
）小
栗
裕
子

一般
財
団
法
人
中
野
市
産
業
公
社

係
長（
子
育
て
課
青
少
年
未
来
係
長
）宮
嶋
清

長
野
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

主
事（
政
策
情
報
課
主
事
）傳
田
隆
彦

《
研
修
派
遣
》

一般
財
団
法
人
長
野
経
済
研
究
所（
上
下
水

道
課
主
任
技
師
）青
木
敦
彦

《
新
規
採
用
》

税
務
課 

中
山
茉
奈
美
、税
務
課 

荒
井
茂

樹
、高
齢
者
支
援
課 

横
川
織
音
、環
境
課 

大
原
弦
太
、市
民
課 

杉
本
好
、道
路
河
川

課 

堀
健
人
、都
市
計
画
課 

金
井
琢
真
、

上
下
水
道
課 

山
崎
将
吾
、み
な
み
保
育
園 

山
田
由
希
、み
な
み
保
育
園 

高
野
栞
、平

野
保
育
園 

根
岸
夏
実
、西
町
保
育
園 

西

埜
波
姫
、松
川
保
育
園 

小
林
綾
香
、高
丘

保
育
園 

宮
入
英
里
奈
、平
岡
保
育
園 

山

﨑
香
枝
、た
か
や
し
ろ
保
育
園 

小
林
千

晃
、豊
井
保
育
園 

土
屋
沙
織
、さ
く
ら
保

育
園 

山
田
麻
那
美
、た
か
や
し
ろ
保
育
園 

髙
橋
曜
子
、豊
井
保
育
園 

岩
本
め
ぐ
み

《
退
職
》（
3
月
3１
日
付
）

参
事
幹
兼
総
務
部
長 

田
中
重
雄
、参
事

幹
兼
子
ど
も
部
長
兼
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー

所
長 

塚
田
栄一
、参
事
幹
兼
建
設
水
道
部

長 

小
林
伸
行
、参
事
幹
兼
消
防
部
長 

上

野
永一
、参
事
幹
兼
豊
田
支
所
長 

外
谷
博

美
、参
事
兼
子
育
て
課
長
兼
子
ど
も
相
談

室
長 

樋
口
新一
、参
事
兼
南
部
学
校
給
食

セ
ン
タ
ー
所
長
兼
豊
田
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

所
長
兼
北
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
所
長 

成

合
宣
孝
、環
境
課
長
補
佐
兼
環
境
係
長（
長

野
県
警
察
本
部
人
事
交
流
） 

倉
石
宣
彦
、

主
幹
兼
北
部
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長 

小
林
正
尾
、主
幹
兼
み
な
み
保
育
園
長 

小

林
く
に
子
、主
幹
兼
西
町
保
育
園
長 

畠
山

田
鶴
子
、主
幹
兼
平
岡
保
育
園
長 

小
林
明

美
、主
幹
兼
豊
井
保
育
園
長 

山
岸
枝
美

子
、長
丘
保
育
園
主
幹 

小
林
和
子
、平
野

保
育
園
主
幹 

竹
内
久
美
子
、永
田
保
育
園

主
幹 

高
見
澤
喜
代
美
、岳
南
広
域
消
防
組

合
中
野
消
防
署
副
主
幹 

山
岸
博
幸
、た
か

や
し
ろ
保
育
園
調
理
技
師 

西
野
愛
子
、み

な
み
保
育
園
保
育
士 

春
原
絵
理
、た
か
や

し
ろ
保
育
園
保
育
士 

中
野
渡
万
里
子
、豊

井
保
育
園
保
育
士 

高
野
茜


